
令和６年 12月３日 

横 浜 市 建 築 局 

 

 

１ 背景・趣旨                                         

 (1) 背景 

 「宅地造成等規制法（以下「旧宅造法」）」が「宅地造成及び特定盛土等規制法（以下「盛

土規制法」）」に改正され、本市における適用を令和７年４月１日に予定しています。 

また、「横浜市開発事業の調整等に関する条例（以下「旧開発調整条例」）」においては、盛

土規制法の適用に伴い、条例名称を改めるとともに、所要の改正を行い、令和７年４月１日

に施行を予定しています。（表１参照） 

(2) 趣旨 

盛土規制法の適用や横浜市開発事業の調整等に関する条例の改正に伴い、これらの法令を

引用している本市の規則について、提出書類の記載様式の修正や、適用対象の変更等を行う

ため、意見公募を実施します。 

表１ 宅地造成等規制法等の法令名称の変更・改正の状況 

名称（旧） 名称（新） 改正の状況 

宅地造成等規制法 

（旧宅造法） 

宅地造成及び特定盛土等規制法 

（盛土規制法） 

・公布：令和４年５月 27日 

・施行：令和５年５月 26日 

・横浜市での適用予定： 

令和７年４月１日 

横浜市開発事業の調整等に関する条例 

（旧開発調整条例） 

横浜市開発事業等の調整等に関する条例 

 

・公布：令和６年９月 30日 

・施行予定：令和７年４月１日 

 

２ 改正の概要                                      

(1) 改正する規則（本意見公募の対象） 

 ア 横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例等施行規則 

 イ 横浜市環境影響評価条例施行規則 

 ウ 租税特別措置法に基づく横浜市優良宅地造成認定規則 

 エ 横浜市地域まちづくり推進条例施行規則 

(2) 改正の内容 

 ア 提出書類の記載様式の修正（宅造規制区域の記載欄の削除）（対象：前号ア） 

   盛土規制法に基づく規制区域が市域全域となることに伴い、「横浜市墓地等の経営の許可

等に関する条例等施行規則」で定める様式において、規制区域「内・外」の記載欄を削除

します。 

 

 

横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例等施行規則 等
の一部改正について  

（ 盛 土 規 制 法 適 用 、 横 浜 市 開 発 事 業 等 の 調 整 等 に 関 す る 条 例 改 正 に 伴

う 規 則 改 正 ）   



 イ 盛土規制法の規制対象に合わせた適用対象等の変更（対象：前号イ～エ） 

盛土規制法では旧宅造法と比べて農地・森林での造成や土石の堆積が、許可が必要な規制

対象に追加されるなどの変更がされたため（表２参照）、規則において、旧宅造法の規制対象

に関する規定を引用して、条例の適用対象や提出書類の記載事項を定めているものについて、

盛土規制法の規制対象に合わせた規定に改めます。 
 

表２ 旧宅造法と盛土規制法の規制対象と用語の定義の変更について 

旧宅造法の規制対象 盛土規制法の規制対象 

① 宅地造成 

（宅地にするための造成、宅地における造成） 

① 宅地造成 

（宅地にするための造成） 

② 特定盛土等 

（宅地における造成、農地・森林等における造成） 

③ 土石の堆積 

 

 

 

 

 

※（ ）内：用語の定義 

  

ウ 法令名称の変更（対象：前号イ～エ） 

(ｱ) 「宅地造成等規制法の一部を改正する法律による改正前の宅地造成等規制法」を 

「宅地造成及び特定盛土等規制法」に置き換えます。 

(ｲ) 「横浜市開発事業の調整等に関する条例」を「横浜市開発事業等の調整等に関する条例」

に置き換えます。 

 

３ 施行予定日                                      

  令和７年４月１日 

 

※法改正による変更点 

・規制対象行為に特定盛土等、土石の堆積が追加された 

・用語の定義が変更され、宅地における造成が「特定盛

土等」に位置づけられた。 


